
議案第 7号

町税条例等中一部改正の件

町税条例等を次のとお リー部改正 しようとするものであ ります。

令和元年 6月 8日 提出

芽室町長 手 島  旭

町税条例等の一部を改正する条例

(町税条例の一部改正)

第 1条 町税条例 (昭和31年条例第 7号)の一部を次のように改正する。

第34条の 7第 1項中 「においては、法第314条の 7第 1項」を 「には、同項」に、

「同項第 1号に掲げる寄附金」を 「同条第 2項に規定する特例控除対象寄附金」に改

め、同条第 2項中 「第314条の 7第 2項」を 「第314条の 7第 11項 Jに改める。

附則第 7条の 3の 2第 1項中 「平成43年度」を 「令和15年度」に、 「附則第 5条の

4の 2第 6項 (同条第 9項」を 「附則第 5条の 4の 2第 5項 (同 条第 7項」に改め、

同条第 2項を削 り、同条第 3項中 「第 1項の規定の適用が」を 「前項の規定の適用がJ

に改め、同項を同条第 2項 とする。

附則第 7条の 4中 「第314条の 7第 2項第 2号」を 「第314条の 7第 11項第 2号」に

改める。

附則第 9条の前の見出し中 「寄附金控除額」を 「寄附金税額控除」に改め、同条第

1項 中 「によつてJを 「により」に、 「第314条の 7第 1項第 1号に掲げる寄附金 J

を 「第314条の 7第 2項に規定す る特例控除対象寄附金」に、 「地方団体に対する寄

附金」を 「特例控除対象寄附金」に、 「地方団体の長」を 「都道府県の知事又は市町

村若 しくは特別区の長 (次項及び第 3項において 「都道府県知事等」 とい う。)」 に

改め、同条第 2項及び第 3項中 「地方団体の長」を 「都道府県知事等」に改める。

附則第 9条の 2中 「地方団体に対する寄附金」を「特例控除対象寄附金」に、 「に

おいては」を 「には」に改める。

附則第10条の 2第 4項中 「附則第15条第32項第 1号イ」を 「附則第 15条第38項第 1

号イ」に改め、同条第 5項中 「附則第15条第32項第 1号 口」を「附則第 15条第33項第

1号 口」に改め、同条第 6項中 「附則第15条第32項第 1号ハJを 「附則第 15条第33項

第 1号ハ」に改め、同条第 7項中 「附則第15条第32項第 1号ホ」を 「附則第 15条第33

項第 1号ホ」に改め、同条第 8項中 「附則第15条第32項第 2号イ」を 「附則第15条第

33項第 2号イ」に改め、同条第 9項中 「附則第15条第32項第 2号 口Jを 「障ヽl則第15条

第38項第 2号口」に改め、同条第 10項 中 「附則第 15条第32項第 3号イ」を 「附則第 15
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条第33項第 3号イ」に改め、同条第 11項 中 「附則第15条第32項第 3号ハ」を 「附貝け第

15条第33項第 3号ハJに改め、同条第12項中 「附則第15条第37項」を 「附則第15条第

38項」に改め、同条第13項中 「附則第15条第43項」を 「附則第15条第44項」に改め、

同条第14項 中 「附則第15条第44項」を 「附則第15条第45項」に改め、同条第 15項 中

「附則第15条第46項」を 「附則第 15条第47項」に改める。

附則第10条の 3第 11項中 「附則第 12条第17項」を 「附則第12条第 19項」に改め、同

項を同条第12項 とし、同条第10項第 5号中 「附則第12条第29項」を 「附則第 12条第31

項」に改め、同項を同条第11項 とし、同条第 9項を同条第10項 とし、同条第 8項第 5

号中 「附則第12条第29項Jを 「附則第12条第31項」に改め、同項を同条第 9項 とし、

同条第 7項第 4号中 「附貝∬第12条第21項」を 「附則第12条第23項 Jに改め、同項第 6

号中 「附則第12条第22項」を 「附則第12条第24項」に改め、同項を同条第 8項 とし、

同条第 6項中 「附則第12条第17項Jを 「附則第12条第19項」に改め、同項を同条第 7

項 とし、同条第 5項の次に次の 1項を加える。

6 法附則第15条の 8第 4項の家屋について、同項の規定の適用を受けようとする者

は、当該年度の初 日の属する年の 1月 31日 までに次 に掲げる事項を記載 した申告書

に令附則第12条第16項に規定す る従前の家屋について移転補償金を受けたことを証

する書類を添付 して町長に提出 しなければならない。

(1)納 税義務者の住所、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号 (個人番号又は

法人番号を有 しない者にあつては、住所及び氏名又は名称 )

(2)家 屋の所在、家屋番号、種類、構造及び床面積

(3)家 屋の建築年月 日及び登記年月 日

附則第16条第 1項中 「法附則第30条第 1項」を 「平成18年 3月 31日 までに初めて道

路運送車両法第60条第 1項後段の規定による車両番号の指定 (次項から第 4項までに

おいて 「初回車両番号指定」 とい う。)を受けた法附則第30条第 1項」に、 「当該軽

自動車が初めて道路運送車両法第60条第 1項後段の規定による車両番号の指定 (以下

この条において 「初回車両番号指定Jと い う。)を受けた月から起算 して14年 を経過

した月の属する年度以後の年度分」を 「令和元年度分」に改め、同条第 2項から第 4

項までを削 り、同条第 5項中 「附則第30条第 6項第 1号」を 「附則第30条第 2項第 1

号」に、 「第 2項の表」を 「次の表」に改め、同項に次の表を加える。
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第 2号ア 3,900円 1,000円

6,900円 1,800円

10,800円 2ぅ 700円

3,800円 1,000円

5,000円 1,300円

附則第16条第 5項を同条第 2項 とし、同条第 6項中「附則第30条第 7項第 1号」を

「附則第30条第 3項第 1号」に改め、「以上の軽自動車」の次に「 (ガ ノリンを内燃

機関の燃料として用いるものに限る。以下この項及び次項において同じ。)」 を加え、

「第 3項の表」を「次の表」に改め、同項に次の表を加える。

第 2号ア 3,900円 2,000円

6,900円 3)500円

10,800円 5,400円

3,800円 1,900円

5,000円 2,500円

附則第16条第 6項を同条第 3項 とし、同条第 7項中 「附貝∬第30条第 8項第 1号」を

「附則第30条第 4項第 1号」に、 「第 4項の表」を 「次の表」に改め、同項に次の表

を力日える。

第 2号ア 3,900円 3,000円

6,900円 5,200円

10ぅ 800円 8,100円

3,800円 2,900円

5,000円 3,800円

附則第16条第 7項を同条第 4項 とする。

附則第16条の 2第 1項中「第 7項」を 「第 4項」に改める。

第 2条 町税条例の一部を次のよ うに改正する。

第36条の 2中第 8項を第 9項 とし、第 7項 を第 8項 とし、第 6項を第 7項 とし、第

5項の次に次の 1項 を加える。

6 第 1項又は第 5項の場合において、前年において支払を受けた給与で所得税法第

190条の規定の適用を受けたものを有す る者で町内に住所を有するものが、第 1項

の申告書を晃出す るときは、法第317条の 2第 1項各号に掲げる事項の うち施行規

則で定めるものについては、施行規則で定める記載によることができる。
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第36条の 3の 2の見出し中 「扶養親族申告書」を 「扶養親族等申告書」に改め、同

条第 1項中 「同項のJを 「同項に規定する〕に改め、同項第 3号を同項第 4号とし、

同項第 2号の次に次の 1号 を加える。

(3)当 該給与所得者が単身児童扶養者に該当する場合には、その旨

第36条の 3の 3の見出し中 「扶養親族 申告書」を 「́l夫養親族等申告書」に改め、同

条第 1項中 「第203条の 5第 1項」を 「第203条の 6第 1項Jに改め、 「ならない者」

の次に 「又は法の施行地において同項に規定す る公的年金等 (所得税法第203条の 7

の規定の適用を受けるものを除く。以下この項において 「公的年金等」とい う。)の

支払を受ける者であつて、扶養親族 (控除対象扶養親族を除 く。)を有する者若しく

は単身児童扶養者である者」を加 え、 「同項のJを 「所得税法第203条の 6第 1項に

規定するJに、 「同項に規定する公的年金等Jを 「公的年金等Jに改め、同項第 3号

を同項第 4号 とし、同項第 2号の次に次の 1号を加える。

(3)当 該公的年金等受給者が単身児童扶養者に該当する場合には、その旨

第36条の 3の 3第 2項中 「第203条の 5第 2項」を 「第203条の 6第 2項」に改め、

同条第 4項中 「第203条の 5第 5項」を 「第203条の 6第 6項Jに改める。

第36条の 4第 土項中 「によつて」を 「により」に、 「同条第 7項」を 「同条第 8項 J

に、 「第 8項Jを 「第 9項」に、 「においてはJを 「には」に改める。

附則第15条の 2に次の 3項′を加える。

2 道知事は、当分の間、前項の規定により行 う軽 自動車税の環境性能害」の賦課徴収

に関 し、 3輪以上の軽 自動車が法第446条第 1項 (同条第 2項において準用する場

合を含む。)又は法第451条第 1項若 しくは第 2項 (こ れ らの規定を同条第 4項に

おいて準用する場合を含む。)の適用を受ける 3輪以上の軽 自動車に該当するかど

うかの判断をするときは、国土交通大臣の認定等 (法附則第29条の 9第 3項に規定

す る国土交通大臣の認定等をい う。次項において同じ。)に基づき当該判断をする

ものとする。

3 道知事は、当分の間、第 1項の規定により賦口果徴収を行 う軽 自動車税の環境性能

割につき、その納付すべき額について不足額があることを附則第 15条の 4の規定に

より読み替えられた第81条の 6第 1項の納期限 (納期限の延長があつたときは、そ

の延長 された納期限)後において知つた場合において、当該事実が生 じた原因が、

国土交通大臣の認定等の申請をした者が偽 りその他不正の手段 (当 該申請をした者

に当該 申請に必要な情報を直接又は間接に提供 した者の偽 りその他不正の手段を含

む。)に より国土交通大臣の認定等を受けたことを事由として国土交通大臣が当該
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国土交通大臣の認定等を取 り消 したことによるものであるときは、当該申請をした

者又はその一般承継人を当該不足額に係 る 3輪以上の軽 自動車について法附貝J第29

条の11の規定によりその例によることとされた法第161条第 1項に規定する申告書

を提出すべき当該 3輪以上の軽 自動車の取得者 とみなして、軽 自動車税の環境性能

害1に関する規定を適用する。

4 前項の規定の適用がある場合における納付すべき軽 自動車税の環境性能害1の額は、

同項の不足額に、これに100分の10の割合を乗 じて計算 した金額を加算 した金額 と

する。

附則第15条の 2を第15条の 2の 2と し、第15条の次に次の 1条を加える。

(軽 自動車税の環境性能害Jの非課税 )

第15条の 2 法第451条第 1項第 1号 (同 条第 4項において準用する場合を含む。 )

に掲げる 3輪以上の軽 自動車 (自 家用のものに限る。以下この条において同じ。 )

に姑 しては、当該 3輪以上の車上又自動車の取得が令和元年 10月 1日 から令和 2年 9月

30日 までの間 (附則第15条の 6第 3項において 「特定期間」 とい う。)に行われた

ときに限 り、第80条第 1項の規定にかかわらず、軽 自動車税の環境性能割を口果さな

し

附則第15条 の 3中 「に対 しては、」の次に 「北海道における自動車税の環境性能

割の減免の例により、」を加える。

附則第15条の 3の次に次の 1条を加える。

(軽 自動車税の環境性能割の非課税の特例 )

第15条の 3の 2 当分の間、軽 自動車税の環境性能割において、地方税法第445条第

2項の規定の適用を受けるべき軽 自動車は、第81条の 2の規定にかかわ らず、北

海道が同法第148条第 2項の規定により条例で定める自動車に相当するものとして

町長が定める 3輪以上の軽 自動車 とする。

2 前項の規定に該当す る 3輪以上の軽 自動車に対 して、同法第445条第 2項の規定

を受けるための手続その他必要な事項については、この条例の規定にかかわらず、

北海道における自動車税の環境性能割の課税免除の例による。

附則第15条の 6に次の 1項を加える。

3 自家用の 3輪以上の軽 自動車であって乗用のものに対する第81条の4(第 2号に

係る部分に限る。)及び前項の規定の適用については、当該軽 自動車の取得が特定

期間に行われたときに「〕支り、これ らの規定中 「100分の 2」 とあるのは、 「100分 の

1」 とする。
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附則第 16条 中 「附則第 30条」を 「附則第 30条第 1項 Jに改め、 「指定」の次に

「 (次項から第 4項までにおいて 「初回車両番号指定」 とい う。)Jを加え、同

条に次の 3項を加える。

2 法附則第30条第 2項第 1号及び第 2号に掲げる 3輪以上の軽 自動車に対する第82

条の規定の適用については、当該軽 自動車が平成81年 4月 1日 から令和 2年 3月 31

日までの間に初回車両番号指定を受けた場合には令和 2年度分の軽 自動車税の種別

割に限 り、当該軽 自動車が令和 2年 4月 1日 か ら令和 3年 3月 31日 までの間に初回

車両番号指定を受けた場合には令和 3年度分の軽 自動車税の種別割に限 り、次の表

の左欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる宇句は、それぞれ同表の右欄に掲

げる字句 とする。

第 2号ア (イ ) 3,900円 1,000円

第 2号ア (ウ ) a 6,900円 1,800円

10,800円 2,700円

第 2号ア (ウ )b 3,800円 1,000円

5,000円 1,300円

法附則第30条第 3項第 1号及び第 2号に掲げる法第446条第 1項第 3号に規定す

るガノリン軽 自動車 (以 下この項及び次項において 「ガノリン軽 自動車」という。 )

の うち 3輪以上のものに姑する第82条の規定の適用については、当該ガノリン軽 自

動車が平成31年 4月 1日 から令和 2年 3月 31日 までの間に初回車両番号指定を受け

た場合には令和 2年度分の軽 自動車税の種別割に限 り、当該ガノリン軽 自動車が令

和 2年 4月 1日 から令不日3年 3月 81日 までの間に初回車両番号指定を受けた場合に

は令和 3年度分の軽 自動車税の種別割に限 り、次の表の左欄に掲げる同条の規定中

同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句 とする。

第 2号ア (イ ) 8,900円 2,000円

第 2号ア (ウ ) a 6,900円 3,500円

10,800円 5,400円

第 2号ア (ウ )b 3,800円 1,900円

5,000円 2,500円

法附則第30条第 4項第 1号及び第 2号に掲げるガノリン軽自動車のうち 3輪以上

のもの (前項の規定の適用を受けるものを除く。)に対する第82条の規定の適用に

ついては、当該ガソリン軽 自動車が平成31年 4月 1日 から令和 2年 3月 31日 までの

4
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間に初回車両番号指定を受けた場合には令和 2年度分の軽 自動車税の種別割に限り、

当該ガノリン軽 自動車が令和 2年 4月 1日 か ら令和 3年 3月 31日 までの間に初回車

両番号指定を受けた場合には令不日3年度分の軽 自動車税の種別割に限 り、次の表の

左欄に掲げる同条の規定中同表の中lヽl来]に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げ

る字句 とする。

第 2号ア (イ ) 3,900円 3,000円

第 2号ア (ウ ) a 6,900円 5,200円

10,800円 8,100円

第 2号ア (ウ )b 3,800円 2,900円

5,000円 3,800円

附則第16条の 2を次のように改める。

(軽 自動車税の種別割の賦課徴収の特例 )

第16条の 2 町長は、軽 自動車税の種別割の賦 H果徴収に関し、 3輪以上の軽 自動車が

前条第 2項から第 4項までの規定の適用を受ける 3輪以上の軽 自動車に該当するか

どうかの判断をするときは、国土交通大臣の認定等 (法附則第30条の 2第 1項に規

定する国土交通大臣の認定等をい う。次項において同じ。)に基づき当該判断をす

るものとする。

2 町長は、納付すべき軽 自動車税の種別害Jの額について不足額があることを第83条

第 2項の納期限 (納期限の延長があつたときは、その延長 された納期限)後におい

て知った場合において、当該事実が生 じた原因が、国土交通大臣の認定等の申請を

した者が偽 りその他不正の手段 (当 該申請をした者に当該申請に必要な情報を直接

又は間接に提供 した者の偽 りその他不正の手段を含む。)に より国土交通大臣の認

定等を受けたことを事由として国土交通大臣が当該国土交通大臣の認定等を取 り消

したことによるものであるときは、当該申請をした者又はその一般承継人を賦課期

日現在における当該不足額に係 る 3輪以上の軽 自動車の画有者 とみなして、軽自動

車税の種別害1に 関する規定 (第87条及び第88条の規定を除く。)を適用する。

3 前項の規定の適用がある場合における納付すべき軽 自動車税の種別割の額は、同

項の不足額に、これに100分の10の割合を乗 じて計算 した金額を加算 した金額とす

る。

第 3条 町税条例の一部を次のように改正する。

第24条第 1項第 2号中 「又は寡夫」を 「、寡夫又は単身児童扶養者」に改める。

附則第16条第 1項中 「第 4項」を 「第 5項」に改め、同条に次の 1項を加える⑤
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5 法附則第30条第 2項第 1号及び第 2号に掲げる 3輪以上の軽 自動車の うち、自家

用の乗用の t)の に対する第82条の規定の適用については、当該軽 自動車が令和 3年

4月 1日 から令和 4年 3月 31日 までの間に初回車両番号指定を受けた場合には令和

4年度分の軽 自動車税の種別害1に限 り、当該軽 自動車が令和 4年 4月 1日 から令和

5年 3月 81日 までの間に初回車両番号指定を受けた場合には令不日5年度分の軽自動

車税の種別害1に 限 り、第 2項の表の左欄に掲げる同条の規定中国表の中ll詞 に掲げる

字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる宇句 とする。

附則第16条の 2第 1項 中 「第 4項」を 「第 5項Jに改める。

(町税条例等の一部を改正する条例の一部改正 )

第 4条 町税条例等の一部を改正する条例 (平成29年条例第11号)の一部を次のよう

に改正する。

第 1条の 2の うち、町税条例附則第15条の次に 5条を加える改正規定 (同条例附

則第 15条 の 6第 2項に係 る部分に限る。)中 「については、」の次に 「当分の

間、」を加え、同条例附則第16条第 1項 の改正規定中 「「初めて道路運送車両法第

60条第 1項後段の規定による」 を 「最初 の法第 444条第 3項 に規定す る」Jを

「「平成18年 3月 31日 までに初めて道路運送車両法第60条第 1項後段の規定による

車両番号の指定 (次項か ら第 4項までにおいて 「初回車両番号指定Jと いう。 )

を受けた法附則第30条第1項」を 「法附則第30条」に、 「令和元年度分」を「当該

軽 自動車が最初の法第444条第 3項に規定する車両番号の指定を受けた月から起算

して14年を経過 した月の属する年度以後の年度分」」に改める。

第 5条 町税条例等の一部を改正する条例 (平成30年条例第24号)の一部を次のよう

に改正する。

第 1条の うち、町税条例第48条第 1項の改正規定中 「及び第11項」を 「、第 11

項及び第13項」に改め、同条に 3項を加 える改正規定中 「3項」を 「8項」に改

め、同改正規定 (同 条第10項に係 る部分に限る。)中 「次項」の次に 「及び第 12

項」を加 え、 「その他施行規則で定める方法」を削 り、同改正規定 (同 条第12項

に係 る部分に限る。)中 「申告は、」の次に 「申告書記載事項が」を加え、同改

正規定に次のように加える。

13 第10項の内国法人が、電気通信回線の故障、災害その他の理由により地方税

関係手続用電子コ清報処理組織を使用することが困難であると認められる場合で、

かつ、同項の規定を適用 しないで納税 申告書を提出することができると認めら

れ る場合において、同項の規定を適用 しないで納税申告書を提出することにつ
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いて町長の承認 を受けたときは、当該町長が指定する期間内に行 う同項の申告

については、前 3項の規定は、適用 しない。法人税法第75条の 4第 2項の申請

書を同項に規定する納税地の所轄税務署長に提出 した第10項の内国法人が、当

該税務署長の承認 を受け、又は当該税務署長の却下の処分を受けていない旨を

記載 した施行規則で定める書類を、納税 申告書の提出期限の前 日までに、又は

納税 申告書に添付 して当該提出期限までに、町長に提出 した場合における当該

税務署長が指定する期間内に行 う同項の申告についても、同様 とする。

14 前項前段の承認 を受けようとす る内国法人は、同項前段の規定の適用を受け

ることが必要 となつた事情、同項前段の規定による指定を受けようとする期間

その他施行規則で定める事項を記載 した申請書に施行規則で定める書類を添付

して、当該期間の開始の 日の 15日 前までに、これを町長に提出しなければなら

ない。

15 第13項の規定の適用 を受けている内国法人は、第 10項の申告につき第 13項 の

規定の適用を受けることをやめようとするときは、その旨その他施行規則で定

める事項を記載 した届出書を町長に提出 しなければならない。

16 第13項前段の規定の適用を受けている内国法人につき、法第321条の 8第51項

の処分又は前項の届出書の提出があつたときは、これ らの処分又は届出書の提

出があつた 日の翌 日以後の第13項前段の期間内に行 う第10項の申告については、

第13項前段の規定は適用 しない。ただ し、当該内国法人が、同 国以後新たに同

項前段の承認を受けたときは、この限 りでない。

17 第13項後段の規定の適用を受けている内国法人につき、第15項の届出書の提

出又は法人税法第75条の 4第 3項若 しくは第 6項 (同法第81条の24の 3第 2項

において準用す る場合を含む。)の処分があつた ときは、これ らの届出書の提

出又は処分があつた 日の翌 日以後の第13項後段の期間内に行 う第10項の申告に

ついては、第13項後段の規定は適用 しない。ただ し、当該内国法人が、同日以

後新たに同項後段の書類を提出したときは、この限 りでない。

附則第 l条第 5号中 「3項を」を 「8項を」に改める。

附則第 2条第 4項中 「第12項」を 「第17項」に改める。

附 則

(施行期 日)

第 1条  この条例は、公布の 日から施行 し、平成31年 4月 1日 から適用する。ただ し、

次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
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(1) 第 1条 中町税条例第34条の 7の改正規定並びに同条例附則第 7条の 4、

第 9条及び第 9条の 2の改正規定並びに次条第 2項か ら第 4項までの規定 令

和元年 6月 1日

(2) 第 2条 (次号に掲げる改正規定を除 く。)及び附則第 7条の規定 令和

元年 10月 1日

(3) 第 2条中町税条例第36条の 2中第 8項を第 9項 とし、第 7項 を第 8項 と

し、第 6項を第 7項 とし、第 5項の次に 1項 を加 える改正規定並びに第86条の

3の 2、 第36条の 3の 3及び第36条の 4第 1項の改正規定並びに附則第 3条の

規定 令和 2年 1月 l日

(4) 第 3条中町税条例第24条の改正規定及び附則第 4条の規定 令和 3年 1

月 1日

(5) 第 3条 (前号に掲げる改正規定を除く。)及び附則第 8条の規定 令和

3年 4月 1日

(町民税に関する経過措置 )

第 2条 別段の定めがあるものを除き、第 1条の規定による改正後の町税条例 (以下

「新条例」 とい う。)の規定中個人の町民税に関する部分は、令和元年度以後の

年度分の個人の町民税について適用 し、平成30年度分までの個人の町民税につい

ては、なお従前の例による。

2 新条例第34条の 7並びに附則第 7条の 4及び第 9条の 2の規定は、令和 2年度以

後の年度分の個人の町民税について適用 し、令和元年度分までの個人の町民税に

ついては、なお従前の例による。

3 新条例第34条の 7第 1項及び附則第 9条の 2の規定の適用については、令和 2年

度分の個人の町民税に限 り、次の表の左欄に掲げる新条例の規定中同表の中本「詞に

掲げる宇句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句 とする。

第 34条 の 7第

1項

特例 控 除対象

寄附金

特例控除姑象寄附金又は同条第 1項第 1号に掲げる寄附金

(令和元年 6月 1日 前に支出したものに限る。 )
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特例控除対象寄附金又は法第314条の 7第 1項第 1号に掲げ

る寄附金 (令和元年 6月 1日 前に支出したものに限る。 )

特 例 控 除 対 象

寄附金

送付又は町税条例等の一部を改正する条例 (令和元年条例

第 号)附則第 2条第 4項の規定によりなお従前の例によ

ることとされ る同条例第 1条の規定による改正前の町税条

例附則第 9条第 3項の規定による同条第 1項に規定する申

告特例通知書の送付

送 付

附則第 9条 の

2

4 新条例附則第 9条第 1項から第 3項までの規定は、町民税の所得害1の納税義務者

が前条第 1号に掲げる規定の施行の 日以後に支出する地方税法等の一部を改正す

る法律 (平成31年法律第 2号。以下この項において 「改正法」 とい う。)第 1条

の規定による改正後の地方税法 (昭和25年法律第226号)第314条の 7第 2項 に規

定す る特例控除封象寄附金について適用 し、町民税の所得割の納税義務者が同 日

前に支出した改正法第 1条の規定による改正前の地方税法第314条の 7第 1項第 1

号に掲げる寄附金については、なお従前の例による。

第 3条 附則第 1条第 3号に掲げる規定による改正後の町税条例 (次項及び第 3項に

おいて 「2年新条例」 とい う。)第 36条 の 2第 7項の規定は、同号に掲げる規定

の施行の 日以後に令和 2年度以後の年度分の個人の町民税に係 る申告書を提出す

る場合について適用 し、同 日前に当該申告書を提出 した場合及び同日以後に令和

元年度分までの個人の町民税に係 る申告書 を提出する場合については、なお従前

の例による。

2 2年 新条例第36条の 3の 2第 1項 (第 3号に係 る部分に限る。)の規定は、附貝∬

第 1条第 3号に掲げる規定の施行の 日以後に支払 を受けるべき町税条例第36条の

2第 1項に規定する給与について提出する 2年新条例第36条 の 3の 2第 1項及び

第 2項に規定する申告書について適用する。

3 2年 新条例第36条の 3の 3第 1項の規定は、附則第 1条第 3号に掲げる規定の施

行の 日以後に支払を受けるべき所得税法等の一部を改正する法律 (平成31年法律

第 6号)第 1条の胴1定 による改正後の所得税法 (昭和40年法律第38号。以下この

項において 「新所得税法」 とい う。)第 203条 の 6第 1項に規定する公的年金等
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(新所得税法第203条の 7の規定の適用を受けるものを除 く。)について提出する

2年新条例第86条の 3の 3第 1項に規定する申告書について適用する。

第 4条 附則第 1条第 4号に掲げる規定による改正後の町税条例第24条第 1項 (第 2

号に係 る部分に限る。)の規定は、令和 3年度以後の年度分の個人の町民税につ

いて適用 し、令和 2年度分までの個人の町民税については、なお従前の例による。

(固定資産税に関す る経過措置 )

第 5条 新条例の規定中固定資産税に関する部分は、令和元年度以後の年度分の固定

資産税について適用 し、平成30年度分までの固定資産税については、なお従前の

例による。

(軽 自動車税に関する経過措置 )

第 6条 新条例の規定中軽 自動車税に関する部分は、令和元年度分の軽自動車税につ

いて適用 し、平成30年度分までの軽 自動車税については、なお従前の例による。

第 7条 別段の定めがあるものを除き、附則第 1条第 2号に掲げる規定による改正後

の町税条例 (以下 「元年 10月 新条例」とい う。)の規定中軽 自動車税の環境性能

割に関す る部分は、同号に掲げる規定の施行の 日以後に取得 された 3輪以上の軽

自動車に対 して課する軽 自動車税の環境性能割について適用する。

2 元年 10月 新条例の規定中軽 自動車税の種別割に関する部分は、令和 2年度以後の

年度分の軽 自動車税の種別割について適用する。

第 8条 附則第 1条第 5号に掲げる規定による改正後の町税条例の規定は、令和 3年

度以後の年度分の軽 自動車税の種別割について適用 し、令和 2年度分までの軽 自

動車税の種別割については、なお従前の例による。

説 明

地方税法等の一部改正に伴い、町税条例等を己女正 しようとするものであります。
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町税条例の一部を改正する条例新旧対照表 (第 1条関係)

―
卜
Ю
Ｉ

(寄附金税額控除)

第34条の7 所得割の納税義務者が、前年中に法第314条の7第 1

項第1号及び第 2号に掲げる寄附金又は所得税法第78条第2項第

2号及び第 3号に掲げる寄附金 (同条第 3項の規定により特定寄

附金とみなされるものを含む。)並びに租税特別措置法 (昭和32

年法律第26号)第41条の18の 2第 2項に規定する特定非営利活動

に関する寄附金のうち、北海道税条例 (昭和25年北海道条例第56

号)第26条の3第 1項第 3号に定める寄附金を支出した場合に

は、同項に規疋
~す

るところにより控除すべき額 (当該納税義務者

が前年中に同条第2項に規定する特例控除対象寄附金を支出した

場合にあつては、当該控除すべき金額に特例控除額を加算した金

額。以下この項において「控除額」という。)をその者の第34条

の2及び第34条の5の規定を適用した場合の所掃割の額から控除

するものとする。この場合において、当該控除額が当該所得害」の

額を超えるときは、当該控除額は、当該所得害1の額に相当する金

額とする。

(1)・ (2)一 略―

2 前項の特例控除額は、法第314条の 7第 11項 (法附則第 5条の

(寄附金税額控除)

第34条の7 所得割の納税義務者が、前年中に法第314条の 7第 1

項第 1号及び第 2号に掲げる寄附金又は所得税法第78条第 2項第

2号及び第 3号に掲げる寄附金 (同条第 3項の規定により特定寄

附金とみなされるものを含帆 )並びに租税特別措置法 (昭不日32

年法律第26号)第41条の18の 2第 2項に規定する特定非営利活動

に関する寄附金のうち、北海道税条例 (昭和25年北海道条例第56

号)第26条の 3第 1項第 3号に定める寄附金を支出した場合にお

いては、法第314条の 7第 1項に規定するところにより控除すべ

き額 (当該納税義務者が前年中に同項第 1号に掲げる寄附金を支

出した場合にあつては、当該控除すべき金額に特例控除額を加算

した金額と以下この項において 「控除額」という。)をその者の

第34条の 2及び第34条の 5の規定を適用した場合の所得害1の額か

ら控除するものとする。この場合において、当該控除額が当該所

得割の額を超えるときは、当該控除額は、当該所得割の額に相当

する金額とする。

(覧 )・ (2)一 略―

2 前項の特例控除額は、法第314条の 7第 2項 (法附則第 5条の

6第 2項の規定により読み替えて適用される場合を含b。 )に定
餅
蝶
聯
華

岸

現 行改正案

6第 2項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)に定



現 行改正案

―
心
ω
Ｉ

めるところにより計算した金額とする。

附 貝∬

第 7条の 3の 2 平成22年度から令和15年度までの各年度分の個人

の町民税に限り、所得割の縦脱義務者が前年分の所得税につき租

税特別措置法第41条又は第41条の2の 2の規定の適用を受けた場

合 (居住年が平成11年から平成18年まで又は平成21年から平成33

年までの各年である場合に限る。)において、前条第 1項の規定

の適用を受けないときは、法附則第 5条の4の 2第 5項 (同条第

7項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)に規定す

るところにより控除すべき額を、当該納税義務者の第34条の 2及

び第34条の5の規定を適用した場合の所得割の額から控除する。

めるところにより計算した金額とする。

附 則

第7条の3の 2 平成22年度から平成43年度までの各年度分の個人

の町民税に限り、所得害1の納税義務者が前年分の所得税につき租

税特別措置法第41条又は第41条の2の 2の規定の適用を受けた場

合 (居住年が平成11年から平成18年まで又は平成泌年から羽或33

年までの各年である場合に限る。)において、前条第1項の規定

の適用を受けないときは、法附則第 5条の4の 2第 6項 (同条第

9項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)に規定す

るところにより控除すべき額を、当該納税義務者の第34条の2及

び第34条の5の規定を適用した場合の所褐害1の額から控除する。

2 前項の規定は、次に掲げる場合に限り適用する。

(1)前項の規定の適用を受けようとする年度分の第36条の2第

輻の燭,庁 告書 (その提出期限後において町民税の納による申

君缶誦突日ξ彗が蓼寺幸される時までに提出されたもの及びその時まで

に提出された第36条の3第 1項の確定申告書を含軌 )旧租税

1

額の控除に関する事項の記載がある場合 (これらの申告書にそ

の記裁がないことについてやむを得ない理由があると町長が認

める場合を含む。)



現 行改正案

―
卜
ヽ
Ｉ

2 前項の規定の適用がある場合における第34条の 8及び第34条の

9第 1項の規定の適用については、第34条の8中 「第34条の 5及

び第34条の 7」 とあるのは「第34条の 5及び第34条の 7並びに附

則第 7条の 3の 2第 1項」と、第34条の 9第 1項中「第34条の

5、 第34条の 7及び第34条の 8」 とあるのは「第34条の 5、 第34

条の 7及び第34条の 8並びに附則第 7条の 3の 2第 1項」とす

る。

(2) 前号に掲げる場合のほか、前項の規定の適用を受けようと

十 ス生 戸_挙 の来71 日の 尾 十 る年の 1 月 1 日司許有引こおセヽて法第317条

の 6第1項の規定によつて給与支払報告書を提出する義務があ

る者 カゝ ら給与の支払を受けている者であつて、前年中において

給二所得隊夕にの所得 力右 1プテ企カゝつたヰゝの カミ、前年分の所得税に

つ ★剤耕侍男II措置法数 1久太の 2の 2の規定の適用を受けている

婉

ュ 第 1項の規定の適用がある場合における第34条の8及び第34条

の9第 1項の規定の適用については、第34条の8中 「第34条の5

及び第34条の7」 とあるのは「第34条の5及び第34条の7並びに

附則第7条の3の 2第 1項」と、第34条の9第 1項中「第34条の

5、 第34条の7及び第34条の8」 とあるのは「第34条の5、 第34

条の7及び第34条の8並びに附則第 7条の3の 2第 1項」とす

る。

(寄附金税額控除における特例控除額の特例)

第 7条の4 第34条の 7の規定の適用を受ける町民税の所得割の納

税義務者が、法第314条の 7第■項第 2号若しくは第 3号に掲げ

る場合に該当する場合又は第34条の 2第 2項に規定する課税総所

得金額、課税退職所得金額及び課税山林所得金額を有しない場合

であって、当該納税義務者の前年中の所得について、附則第16条

(寄附金税額控除における特例控除額の特例)

第 7条の4 第34条の 7の規定の適用を受ける町民税の所得割の納

税義務者が、法第314条の 7第 2項第 2号若しくは第 3号に掲げ

る場合に該当する場合又は第34条の 2第 2項に規定する課税総所

得金額、課税退職所得金額及び課税山林所得金額を有しない場合

であって、当該糸内税義務者の前年中のXミについて、附則第16条



現 行改正案

の3第 1項、附則第16条の4第 1項、附則第17条第1項、附則第

18条第1項、附則第19条第1項、附貝J第19条の2第 1項又は附貝J

第20条第1項の規定の適用を受けるときは、第34条の7第 2項に

規定する特例控除額は、同項の規定にかかわらず、法附則第5条

の5第 2項 (法附則第5条の6第 2項の規定により読み替えて適

用される場合を含む。)に定めるところにより計算した金額とす

る。

の3第 1項、附則第16条の4第 1項、附貝J第 17条第1項、附員J第

18条第1項、附則第19条第1項、附則第19条の2第 1項又は附則

第2o条第1項の規定の適用を受けるときは、第34条の7第 2項に

規定する特例控除額は、同項の規定にかかわらず、法附則第5条

の5第 2項 (法附則第5条の6第 2項の規定により読み替えて適

用される場合を含む。)に定めるところにより計算した金額とす

る。

―
心
頓
Ｉ

g固人の町民税の寄附金税額控除に係る申告の特例9

第 9条 法附則第 7条第 8項に規定する申告特例対象寄附者 (次項

において 「申告特例対象寄1喘者」という。)は、当分の間、第34

条の 7第 1項及び第 2項の規定により控除すべき金額の控除を受

けようとする場合には、第36条の2第 4項の規定による申告書の

提出 (第36条の 3の規定により当該申告書が提出されたものとみ

なされる所得税法第 2条第 1項第37号に規定する確定申告書の提

出を含む。)に代えて、法第314条の 7第 2項に規定する特例控

除対象寄附金 (以下この項及び次条において 「特例控除対象寄附

金」という。)を支出する際、法附則第 7条第 8項から第10項ま

でに規定するところにより、特例控除対象寄附金を受領する都道

し 3 にお

いて 「都道府県知事等」という。)に対し、同条第 8項に規定す

α固人の町民税の寄附金控除額に係る申告の特例等)

第9条 法附則第7条第8項に規定する申告特例対象寄附者 (次項

において「申告特例対象寄附者」という。)は、当分の間、第34

条の7第 1項及び第 2項の規定によつて控除すべき金額の控除を

受けようとする場合には、第36条の2第 4項の規定による申告書

の提出 (第36条の3の規定により当該申告書が提出されたものと

みなされる所得税法第2条第1項第37号に規定する確定申告書の

提出を含む。)に代えて、法第314条の 7第 1項第 1号に掲げる

寄附金 (以下この項及び次条において 「地方団体に対する寄附

金」という。)を支出する際、法附則第 7条第 8項から第10項ま

でに規定するところにより、地方団体に対する寄附金を受領する

地方団体の長に対し、同条第 8項に規定する申告特例通矢日書 (以

下この条において「申告特例通知書」という。)を送付すること

を求めることができる。る申告特例通欠・日書 (以下この条において 「申告特例通知書」とい
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―
卜
６
Ｉ

う。)を送付することを求めることができる。

2 前項の規定による申告特例通知書の送付の求め (以下この条に

おいて 「申告特例の求め」という。)を行つた申告特例対象寄附

者イよ、当該申告特例の求めを行つた日から賦課期 日までの間に法

附則第 7条第10項第 1号に掲げる事項に変更があつたときは、同

条第 9項に規定する申告特例対象年 (次項において「申告特例対

象年」という。)の翌年の 1月 10日 までに、当該申告特例の求め

を行らた都道府県知事等に対し、施行規則で定めるところによ

り、当該変更があつた事項その他施行規則で定める事項を届け出

なければならない。

3 申告特例の求めを受けた都道府県知事等は、申告特例対象年の

翌年の 1月 31日 までに、法附則第 7条第10項の規定により申請書

に記載された当該申告特例の求めを行つた者の住所 (同条第■項

の規定により住所の変更の届出があつたときは、当該変更後の住

所)の所在地の市町村長に対し、施行規則で定めるところによ

り、申告特例通知書を送付しなければならない。

4 -賂―

2 前項の規定による申告特例通知書の送付の求め (以下この条に

おいて 「申告特例の求め」という。)を行つた申告特例対象寄附

者は、当該申告特例の求めを行つた日から賦課期 日までの間に法

附則第 7条第10項第 1号に掲げる事項に変更があつたときは、同

条第 9項に規定する申告特例対象年 (次項において 「申告特例姑

象年」という。)の翌年の 1月 10日 までに、当該申告特例の求め

を行つた地方団体の長に対し、施行規則で定めるところにより、

当該変更があつた事項その他施行規則で定める事項を届け出なけ

ればならない。

3 申告特例の求めを受けた士也方団体の長は、申告特例対象年の輩

年の l月 31日 までに、法附則第 7条第10項の規定により申請書に

記載された当該申告特例の求めを行つた者の住所 (同条第11項の

規定により住所の変更の届出があつたときは、当該変更後の住

所)の所在地の市町村長に姑し、施行規則で定めるところによ

り、申告特例通知書を送付しなければならない。

4 -略一

第 9条の2 当分の間、所得害1の納税義務者が前年中に特例控除姑 第 9条の2 当分の間、所得割の納税義務者が前年中に地方団体に

象寄附金を支出し、かつ、当該納税義務者について前条第 3項の

規定による申告特例通知書の送付があつた場合 (法附則第 7条第

対する寄附金を支出し、かつ、当該納税義務者について前条第 3

項の規定による申告特例通知書の送付があつた場合 (法附則第 7
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13項の規定によりなかつたものとみなされる場合を除く。)L
は、法附則第7条の2第 4項に規定するところにより控除すべき

額を、第34条の7第 1項及び第2項の規定を適用した場合の所得

割の額から控除するものとする。

条第13項の規定によりなかつたものとみなされる場合を除く。)

においては、法睛則第7条の2第 4項に規定するところにより控

除すべき額を、第34条の7第 1項及び第 2項の規定を適用した場

合の所得害1の額から控除するものとする。

―
心
司
―

(法附則第15条第 2項第 1号等の条例で定める害1合)

第10条の2 -略一

2'3 -略 一

4 法附則第15条第33項第 lVに 規定する設備について同号に規

定する条例で定める害I合は3分の2とする。

5 法附則第15条第33項第 1号口に規定する設備について同号に規

定する条例で定める害1合は 3分の2とする。

6 法附則第15条第33項第 1号ハに規定する設備について同号に規

定する条例で定める割合は3分の2とする。

7 法附則第15条第33項第 1号ホに規定する設備について同号に規

定する条例で定める害1合は 3分の2とする。

8 法附則第15条第33項第 2Vに 規定する設備について同号に規

定する条例で定める害1合は4分の3とする。

(法附則第15条第 2項第 1号等の条例で定める害1合)

第10条の2 -略―

2'3 -略 一

4 法附則第15条第32項第1"に 規定する設備について同号に規

定する条例で定める害1合は3分の2とする。

5 法附則第15条第32項第 1号口に規定する設備について同号に規

定する条例で定める割合は3分の2とする。

6 法附則第15条第32項第 1号ハに規定する設備について同号に規

定する条例で定める害1合は3分の2とする。

7 法附則第15条第32項第 1号ホに規定する設備について同号に規

定する条例で定める割合は3分の2とする。

8 法附則第15条第32項第2"に 規定する設備について同号に規

定する条例で定める害1合は4分の3とする。
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心
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9 法附則第15条第33項第 2号口に規定する設備について同号に規

定する条例で定める害J合は4分の3とする。

10 法附則第15条第33項第 3γ に規定する設備について同号に規

定する条例で定める割合は2分の 1と する。

11 法附則第15条第33項第 3号ハに規定する設備について同号に規

定する条例で定める割合は2分の 1と する。

12 法附則第15条第38項に規定する条例で定める害」合は 3分の2と

する。

13 法附則第15条第軽項に規定する条例で定める割合は2分の 1と

する。

14 法附則第15条第45項に規定する条例で定める割合は 3分の2と

する。

15 法附則第15条第47項に規定する条例で定める害J合は0とする。

16 -略一

9 法附則第15条第32項第 2号ロに規定する設備について同号に規

定する条例で定める害1合は4分の3とする。

10 法附則第15条第32項第3Vに 規定する設備について同号に規

定する条例で定める害」合は2分の1とする。

11 法附貝J第15条第32項第 3号ハに規定する設備について同号に規

定する条例で定める害1合は2分の1とする。

12 法附則第15条第37項に規定する条例で定める害I合は3分の2と

する。

13 法附則第15条第43項に規定する条例で定める割合は2分の1と

する。

14 法附則第15条第軽項に規定する条例で定める害J合は3分の2と

する。

15 法附則第15条第46項に規定する条例で定める害1合は0とする。

16 -略―

(新築住宅等に対する固定資産税の減額の規定の適用を受けよう

とする者がすべき申告)

第10条の3 -略―

傷礫 住宅等に対する固定資産税の減額の規定の適用を受けよう

とする者がすべき申御

第10条の3 -略一
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―
ヽ
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2～ 5 -略一

6 法附則第15条の 8第 4項の家屋について、同項の規定の適用を

け よ つ とする者イよ、 の初 日の 属す る年の1月 31日 まで

る した

する従前の家屋について移転補償金を受けたこ≧を証する書類を

添付して町長に提出しなければならない。

(1)納税義務者の住所、氏名又は名称及び個人番号又は法人番

号 (個 ノ(番号又は法人番号を有しない者にあつては、住所及び

氏名又離名ラい

(2∠ 家屋の所在、家屋番号、種類、構造及び床面積

(3)家屋の建築年月日及び登翻 日

7 法附則第15条の 9第 1項の耐震基準適合住宅について、同項の

規定の適用を受けようとする者は、当該耐震基準適合住宅に係る

耐震改修が完了した日から3月 以内に、次に掲げる事項を記載し

た申告書に当該而↓震改修に要した費用を証する書類及び当該耐震

改修後の家屋が令附貝J第12条第19項に規定する基準を満たすこと

を言正する書類を添付して町長に提出しなければならない。

(1)～ (6)一略―

8 法附則第15条の 9第 4項の高齢者等居住改修住宅又は同条第 5

2～ 5 -略―

6 法附則第15条の 9第 1項の耐震基準適合住宅について、同項の

規定の適用を受けようとする者は、当該耐震基準適合住宅に係る

耐震改修が完了した日から3月 以内に、次に掲げる事項を記載し

た申告書に当該耐震改修に要した費用を証する書類及び当該耐震

改修後の家屋が令附則第12条第17項に規定する基準を満たすこと

を証する書類を添付して町長に提出しなければならない。

(1)～ (6)一略―

7 法附則第15条の 9第 4項の高齢者等居住改修住宅又は同条第 5
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―
頓
〇
―

項の高齢者等居住改修専有部分について、これらの規定の適用を

受けようとする者は、同条第 4項に規定する居住安全改修工事が

完了した日から3月 以内に、次に掲げる事項を記載した申告書に

施行規則附則第 7条第 8項各号に掲げる書類を添付して町長に提

出しなければならない。

(1)～ (3)一略―

(4)令附則第12条第23項に掲げる者に該当する者の住所、氏名

及び当該者が同項各号のいずれ力Чこ該当するかの別

(5)一略―

(6)居住安全改修工事に要した費用並びに令附則第12条第24項

に規定する補助金等、居宅介護住宅改修費及び介護予防住宅改

修費

(7)一略―

法附則第15条の 9第 9項の熱損失防止改修住宅又は同条第10項

の熱損失防止改修専有部分について、これらの規定の適用を受け

ようとする者は、同条第 9項に規定する熱損失防止改修工事が完

了した日から3月 以内に、次に掲げる事項を記載した申告書に施

行規則附則第7条第9項各号に掲げる書類を添付して町長に提出

しなければならない。

項の高齢者等居住改修専有部分について、これらの規定の適用を

受けようとする者は、同条第 4項に規定する居住安全改修工事が

完了した日から3月 以内に、次に掲げる事項を記載した申告書に

施行規則1喘則第 7条第 8項各号に掲げる書類を添付して町長に提

出しなければならない。

(1)～ (3)一略―

(4)令附則第12条第21項に掲げる者に該当する者の住所、_氏名

及び当該者が同項各号のいずれ力ヽ こ該当するかの別

(5)一略一

(6)居住安全改修工事に要した費用並びに令附則第12条第22項

に規定する補助金等、居宅介護住宅改修費及び介護予防住宅改

修費

(7)一略

8 法附則第15条の 9第 9項の熱損失防止改修住宅又は同条第10項

の熱損失防止改修専有部分について、これらの規定の適用を受け

ようとする者は、同条第 9項に規定する熱損失防止改修工事が完

了した日から3月 以内に、次に掲げる事項を記載した申告書に施

行規則附則第 7条第 9項各号に掲げる書類を添付して町長に提出

しなければならない。

9



現 行改正案

１〇

一

(1)～ (4)一略一

(5)熱損失1方止改修工事に要した費用及び令附則第12条第31項

に規定する補助金等

(6)一略一

―略一

法附則第15条の 9の 2第 4項に規定する特定熱損失防止改修住

宅又は同条第 5項に規定する特定熱損失防止改修住宅専有部分に

ついて、これらの規定の適用を受けようとする者は、法附則第15

条の 9第 9項に規定する熱損失防止改修工事が完了した日から3

月以内に、次に掲げる事項を記載した申告書に施行規則附則第 7

条第11項各号に掲げる書類を添付して町長に提出しなければなら

ない。

(1)～ (4)一略一

(5)熱損失防止改修工事に要した費用及び令附則第12条第31項

に規定する補助金等

(6)一賂―

12 法附則第15条の10第 1項の耐震基準適合家屋について、同項の

規定の適用を受けようとする者は、当該耐震基準適合家屋に係る

耐震改修が完了した日から3月 以内に、次にキ尼」げる事項を記載し

(1)～ (4)一略―

(5)熱損失防止改修工事に要した費用及び令附則第12条第29項

に規定する補助金等

(6)一略―

9 -略一

10 法附則第15条の 9の 2第 4項に規定する特定熱損失防止改修住

宅又は同条第 5項に規定する特定熱損失防止改修住宅専有部分に

ついて、これらの規定の適用を受けようとする者は、法附則第15

条の 9第 9項に規定する熱損失防止改修工事が完了した国から3

月以内に、次に掲げる事項を記載した申告書に施行規則附則第 7

条第11項各号に掲げる書類を添付して町長に提出しなければなら

なしち

(1)～ (4)一略一

(5)熱損失防止改修工事に要した費用及び令附則第12条第29項

に規定する補助金等

(6)一略―

■ 法附則第15条の10第 1項の耐震基準適合家屋について、同項の

規定の適用を受けようとする者は、当該耐震基準適合家屋に係る

耐震改修が完了した日から3月 以内に、次に掲げる事項を記載し

11

Ｉ
頓
Ｐ
Ｉ



現 行改正案

―
頓
Ю
！

た申告書に施行規則附貝」第7条第13項に規定する補助に係る補助

金確定通知書の写し、建築物の耐震改修の促進に関する法律 (平

成 7年法律第123号)第 7条又は附則第3条第 1項の規定による

報告の写し及び当該耐震改修後の家屋が令附則第12条第19項に規

定する基準を満たすことを証する書類を添付して町長に提出しな

ければならない。

(1)～ (6)一略―

(軽自動車税の税率の特例)

第16条 平成18年 3月 31日 までに初めて道路運送車両法第60条第 1

による 4 ヽ

て「初回車両番号指定 |という∩)を受けた法附員」第30条第 1項

に規定する3輪以上の軽自動車に対する令和元年度分の軽自動車

税に係る第82条の規定の適用については、当分の間、次の表の左

欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同

表の右欄に掲げる字句とする。

た申告書に施行規則附則第 7条第13項に規定する補助に係る補助

金確定通矢日書の写し、建築物の耐震改修の促進に関する法律 (平

成 7年法律第123号)第 7条又は附則第 3条第 1項の規定による

報告の写し及び当該耐震改修後の家屋が令附則第12条第17項に規

定する基準を満たすことを証する書類を添付して町長に提出しな

ければならない。

(1)～ (6)一略―

(軽自動車税の税率の特例)

第16条 法附則第30条第 1項に規定する3輪以上の軽自動車に対す

る当該軽自動車が初めて道路運送車両法第60条第1項後段の規定

による車両番号の指定 (以下この条において「初回車両番号指
市 | というハ) を呼 けた月から縄竺 して14年を経渦 した月の属す

る年度以後の年度分の軽自動車税に係る第82条の規定の適用につ

いては、当分の間、次の表の左欄に掲げる同条の規定中同表の中

欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。

一略一 略

2 法附則第30条第 3項第 1号及び第 2号に掲げる3輪以上の軽自

動車に対する第82条の規定の適用については、当該軽自動車が平
ドじ9兌4E 4 1 ロブヽ 沐ゝ Iヱ武汁99狂 3 31 日 キヽ 不 お F_日 Lr夕Π国 古 澪甫捌壁野 脅



現 行改正案

自定 り

る

中

と

3 4 1

rガゾリンを内雌 閣

この条 (第 5項を除く。)イ

市 の 首ヽ田 サ
「

ついてと士 型4ヨ堀

3月 31日 までの間

2 げ 3

として 用 るヽ幸、 こ層艮 以 下の イ る

こおいて同悦 )イこ対する第82条の規

ムゝヱ 哉

セ

自

り

琶h苗坊 4月 1 日 カ

を受けた場合には、平

る

定

句とする。

る

1,000円

1,800円

2,700円

1,000円

1,300円

3,900円

6,900円

10,800円

3,800円

5,000円

第 2号ア

Ｉ
り
ω
Ｉ

2,000円

3,500円

5,400円

1,900円

2,500円

3,900円

6,900円

10,800円

3,800円

5,000円

第 2号ア



現 行改正案

Ｉ
頓
心
―

2 法附則第30条第 2項第 1号及び第 2号に掲げる3輪以上の軽自

軸車に対する第82条の規定の適用については、当該軽自動車が平

成29年 4月 1日 から平成30年 3月 31日 までの間に初回車両番号指

定を受けた場合には平成80年度分の軽自動車税に限り、当該軽自

動車が平成30年 4月 1日 から平成31年 3月 31日 までの間に初回車

両番号指定を受けた場合には平成31年度分の軽自動車税に限り、

次の表の左ホlttlに掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、

それぞれ同表の右欄に掲げる宇句とする。

1,000円3,900円第 2号ア

4 法附則第30条第 5項第 1号及び第 2号に掲げる3輪以上の軽自

動車 (前項の規定の適用を受けるものを除く。)に対する第82条

の規定の適用については、当該軽自動車が平成28年 4月 1日 から

平成29年 3月 31日 までの間に初回車両番号指定を受けた場合に

り る同

条の規定中同表の中欄に掲げる宇句は、それぞれ同表の右欄に掲

げる字句とする。

3,000円

5,200円

8,100円

2,900円

3,800円

3,900円

6,900円

10,800円

3,800円

5,000円

第 2号ア

5 法附則第30条第6項第 1号及び第2号に掲げる3輪以上の軽自

動車に対する第82条の規定の適用については、当該軽自動車が平

成29年 4月 1日 から平成30年 3月 31日 までの間に初回車両番号指

定を受けた場合には羽弗 0年度分の軽自動車税に限り、当該軽自

動車が平成30年 4月 1日 から平成31年 3月 31日 までの間に初回車

両番号指定を受けた場合には平成31年度分の軽自動車税に限り、

第 2項の表の左欄に掲げる同条の規定中同表の中木Pttlに掲げる字句

は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。



Ｉ
り
頓
―

1,800円

2,700円

1,000円

1,300円

6,900円

10,800円

3,800円

5,000円

3 法附則第30条第 3項第 1号及び第 2号に掲げる3輪以上の軽自

動車 (ガノリンを内燃機関の燃料として用いるものに限る。以下

この項及び次項において同悦 )に対する第82条の規定の適用に

ついては、当該軽自動車が平成29年 4月 1日 から平成30年 3月 31

日までの間に初回車両番号指定を受けた場合には平成30年度分の

軽自動車税に限り、当該軽自動車が平成30年 4月 1日 から平成31

年 3月 31日 までの間に初回車両番号指定を受けた場合には平成31

年度分の軽自動車税に限り、次の表のた欄に掲げる同条の規定中

同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる宇句と

する。

2,000円

3,500F¬

5,400円

1,900円

2,500円

8,900円

6,900円

10,800円

3,800円

5,000円

第 2号ア

4 法附則第30条第4項第 1号及び第 2号に掲げる3輪以上の軽自

動車 (前項の規定の適用を受けるものを除く。)に対する第82条

6 法附則第30条第 7項第 1号及び第 2号に掲げる3輪以上の軽自

動車に対する第82条の規定の適用については、当該軽自動車が平

成29年 4月 1日 から平成30年 3月 31日 までの間に初回車両番号指

定を受けた場合には平成30年度分の軽自動車税に限り、当該軽自

動車が平成30年 4月 1日 から平成31年 3月 31日 までの間に初回車

両番号指定を受けた場合には平成31年度分の軽自動車税に限り、

第 3項の表の左欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる宇句

は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。

7 法附則第30条第 8項第 1号及び第 2号に掲げる3輪以上の軽自

動車 (前項の規定の適用を受けるものを除く。)に対する第82条

現 行改正案



現 行改正案

―
頓
い
―

の規定の適用については、当該軽自動車が平成29年 4月 1日 から

平成30年 3月 31日 までの間に初回車両番号指定を受けた場合には

平成30年度分の軽自動車税に限り、当該軽自動車が平成30年 4月

1日 から平成31年 3月 31日 までの間に初回車両番号指定を受けた

場合には平成31年度分の軽自動車税に限り、次の表の左ホl東]に掲げ

る同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右本関

に掲げる宇句とする。

3,000円

5,200円

8,100円

2,900円

3,800円

3,900円

6,900円

10,800円

3,800円

5,000円

第 2号ア

(軽自動車税の賦課徴収の特例)

第16条の2 町長は、軽自動車税の賦課徴収に関し、 3輪以上の軽

自動車が前条第 2項から第 4項までの規定の適用を受ける3輪以

上の軽自動車に該当するかどうかの判断をするときは、国土交通

天臣の認定等 (法附則第30条の 2第 1項に規定する国土交通大臣

の認定等をいう。次項において同じ。)に基づき当該判断をする

ものとする。

の規定の適用については、当該軽自勃車が平成29年 4月 1日 から

平成30年 3月 31日 までの間に初回車両番号指定を受けた場合には

平成30年度分の軽自動車税に限り、当該軽自動車が平成30年 4月

1日 から立成31年 3月 31日 までの間に初回車両番号指定を受けた

の左 1関に場合には平成31年度分の軽自動車税に限り、第 4項の表

掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の

料 F束]に掲げる字句とする。

(軽 自動車税の員蒔尉_〒扶J又の特例)

第16条の2 町長は、軽自動車税の賦課徴収に関し、 3輪以上の軽

自動車が前条第 2項から第 7項までの規定の適用を受ける3輪以

上の軽自動車に該当するかどうかの判断をするときは、国土交通

大臣の認定等 (法附則第30条の 2第 1項に規定する国土交通大臣

の認定等をいう。次項において同じ。)に基づき当該判断をする

ものとする。



現 行

2～ 4 -略一

改正案

2～ 4 略―

１
頓
司
Ｉ



(町民税の申告)

第86条の2 -略一

2～ 5 -略一

6 蜜 工百▽ l士笛 工百の緊1 5
姶 生 不 訴 包 節 沖 雀 lo∩峯 の

町内に住所を有するものが、第 1項の申告書を提出するときは、

法第317条の2第 1項各号に掲げる事項のうち施行規則で定める

ものについては、施行規則で定める記載によることができる。

7～ 9 略

lイ固人の町民税に係る給与所得者の扶養親族等申悧

第36条の 3の 2 所得税法第194条第 1項の規定により同項に規定

する申告書を提出しなければならない者 (以下この条において
「給与所得者」という。)で町内に住所を有するものは、当該申

告書の提出の際に経由すべき同項に規定する給与等の支払者 (以

下この条において「給与支払者」という。)から毎年最初に給与

の支払を受ける日の前日までに、施行規則で定めるところによ

り、次に掲げる事項を記載した申告書を、当該給与支払者を経由

して、町長に提出しなければならない。

町税条例の一部を改正する条例新旧対照表 (第 2条関係)

(町民税の申告)

第36条の2 -略一

2～ 5 -鴎一

において、前年において支払を受けた

キ尉言 rアぅヽ首 田 を呼 ものを右 十 る考 で

Ｉ
り
∞
Ｉ

6～ 8 -略―

g国人の町民税に係る給与所得者の扶養親族申欄

第36条の 3の 2 所得税法第194条第 1項の規定により同項に規定

する申告書を提出しなければならない者 (以下この条において
「給与所得者」という。)で町内に住所を有するものは、当該申

告書の提出の際に経由すべき同項の給与等の支払者 (以下この条

において 「給与支払者」という。)から毎年最初に給与の支払を

受ける日の前日までに、施行規則で定めるところにより、次に掲

げる事項を記載した申告書を、当該給与支払者を経由して、町長

に提出しなければならない。

現 行改正案



現 行改正案

―
り
０
１

(1)。 (2)一略―

(3)当該給与所得者が単身児童扶養者に該当する場合には、そ

の旨

(4)一略―

2～ 5 -略一

(個人の町民税に係る公的年金等受給者の扶養親族等申捐

第36条の3の 3 所得税法第203条の6第 1項の規定により同項に

規定する申告書を提出しなければならない者又は法の施行地にお

いて同項に規定する公的年金等 (所得税法第203条の7の規定の

適用を受けるものを除く。以下この項において「公的年金等」と

い うハ)の支払を受ける者であって、扶養親族 (控除姑象扶養親

族を除く。)を有する者若しくは単身児童扶養者である者 (以下

この条において「公的年金等受給者」という。)で町内に住所を

有するものは、送該申告書の提出の際に経由すべき所得税法第

203条の 6第 1項に規定する公的年金等の支払者 (以下この条に

おいて 「公的年金等支払者」という。)から毎年最初に公的年金

等の支払を受ける日の前日までに、施行規則で定めるところによ

り、次に掲げる事項を記載した申告書を、道該公的年金等支払者

を経由して、町長に晃出しなければならなし、

(1)。 (2)一略―

(3)

2-5

略一

略―

町国人の町民税に係る公的年金等受給者の扶養親族申告剖

第36条の 3の 3 所得税法第203条の 5第 1項の規定により同項に

規定する申告書を提出しなければならない者 (以下この条におい

て 「公的年金等受給者」という。)で町内に住所を有するもの

は、当該申告書の提出の際に経由すべき同項の公的年金等の支払

者 (以下この条において 「公的年金等支すム者」という。)から毎

年最初に同項に規定する公的年金等の支払を受ける日の前日まで

に、施行規則で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した

申告書を、当該公的年金等支払者を経由して、町長に提出しなけ

ればならない。



現 行改正案

(1)・ (2)一略―

は、その旨

(4)一略一

2 前項又は法第317条の 3の 3第 1項の規定による申告書を公的

年金等支払者を経由して提出する場合において、当該申告書に記

載すべき事項がその年の前年において当該公的年金等支払者を経

由して提出した前項又は法第317条の 3の 3第 1項の規定による

申告書に記載 した事項と異勃がないときは、公的年金等受給者

は、当該公的年金等支払者が所得税法第203条の 6第 2項に規定

する国税庁長官の承認を受けている場合に限り、施行規則で定め

るところにより、前項又は法第317条の 3の 3第 1項の規定によ

り記載すべき事項に代えて当該異勃がない旨を記載した前項又は

法第317条の 3の 3第 1項の規定による申告書を提出することが

できる。

3 -略―                            ´

4 公的年金等受給者は、第 1項の規定による申告書の提出の際に

経由すべき公的年金等支払者が所得税法第203条の 6第 6項に規

定する納税地の所轄税務署長の承認を受けている場合には、施行

規則で定めるところにより、当該申告書の提出に代えて、当該公

(3)一略―

2 前項又は法第317条の 3の 3第 1項の規定による申告書を公的

年金等支払者を経由して提出する場合において、当該申告書に記

載すべき事項がその年の前年において当該公的年金等支払者を経

由して提出した前項又は法第317条の 3の 3第 1項の規定による

申告書に記載した事項と異動がないときは、公的年金等受給者

は、当該公的年金等支払者が所得税法第203条の 5第 2項に規定

する国税庁長官の承認を受けている場合に限り、施行規則で定め

るところにより、前項又は法第317条の 3の 3第 1項の規定によ

り記載すべき事項に代えて当該異動がない旨を記載した前項又は

法第317条の 3の 3第 1項の規定による申告書を提出することが

できる。

3 略―

4 公的年金等受給者は、第 1項の規定による申告書の提出の際に

経由すべき公的年金等支払者が所得税法第203条の 5第 5項に規

定する納税地の所轄税務署長の承認を受けている場合には、施行

規則で定めるところにより、当該申告書の提出に代えて、当該公

(1)・ (2)一略一

当(3)

１
６
０
１



現 行改正案

的年金等支†ム者に対し、当該申告書に記載すべき事項を電磁的方

法により捉桜サ
~る

ことができる。

5 -略―

的年金等支払者に対 し、当該申告書に記載すべき事項を電磁的方

法により提供することができる。

5 -略―

１
６
Ｐ
Ｉ

(町民税に係る不申告に関する過料)

第36条の4 町民税の納税義務者が第36条の2第 1項、第2項若し

くは第3項の規定により提出すべき申告書を正当な理由がなくて

提出しなかつた場合又は同条第8項若しくは第 9項の規定により

申告すべき事項について正当な理由がなくて申告しなかつた場合

には、その者に対し10万円以下の過料を科する。

2,3 -略 ―

附 則

自

第15条の2 法第451久太第 1項第 1号 (同条第 4項において準用す

る場合を含む。)に掲げる3輪以上の軽自動車 (自家用のものに

限る∩以下この条において同じ。)に対しては、当該 3輪以上の

軽自動車の取得が令和元年10月 1日 から令和 2年 9月 30日 までの

(町民税に係る不申告に関する過籾

第36条の4 町民税の納税義務者が第86条の2第 1項、第2項若し

くは第3項の規定によつて提出すべき申告書を正当な理由がなく

て提出しなかつた場合又は同条第 7項若しくは第8項の規定によ

って申告すべき事項について正当な理由がなくて申告しなかった

場合においては、その者に対し10万円以下の過料を科する。

2・ 3 -略 ―

附 則

6 3 こおい
ψ
て 「 とい



現 行改正案

1 カヽ

税の乗党朧 Jを課さな彰ち

q増動車税の環党障 需1の賦課4致収の制

第15条の2の 2 -略―

性能割の賦課徴収に関し、3輪以上の軽自動車が法第猶 条第 1

2 ヽ る

鱒増動車税の効 陛翁需1の貝蘭尉致収の特例)

第15条の2 -略一

り

当2

１
６
〕
Ｉ

第 1 しくイま第2項 (これらの規定を同条第4項において準用

する場合を含帆 )の適用を受ける3輪以上の軽自動車に該当す

るかどつ カゝの半|1断をする ときは、国 の認定等 (法附則

の 9 蜜 3 工百に想市す ム国十本涌★Fの認市等をぃ う6次項

におしヽて同じぉ)に基づき当該判断をするものと豊塾

旦 道知事は、当分の間、第 1項の規定によりぼ課徴収を行う軽自

董ナ童紳の景博貯飴割につき、 の納付すべき額について不足額がそ

あることを附則第15条の4の規定により読み替えられた第81条の

6第 1項の納期限 餅欄 限の延長があつたときは、その延長され

た納期限)後において知つた場合において、当該事実が生じた原

カ を し

手段 (当該申請をした者に当該申請に必要な情報を直接又は間接
ア
」し



現 行改正案

１
６
ω
ｌ

た こ して が★ Fの設 市笠 歩呼 l十 >歩喜 Hョ > 国 十本 桶 ★ F 当訪 国 +

交通大臣の認定等を取 り消したことによるヰぅのであるときは、当

該申請をした者又はその一般承継人を当該不足額に係る3輪以上

の軽自動車について法附則第29条の11の規定によりその例による

こととされた法第161条第 1項に規定する申告書を提出すべき当

該3輪以上の軽自動車の取得者とみなして、軽自動車税の環党性

能割に関する規定を適用する。

4 前項の規定の適用がある場合における納付すべき軽自動車税の

環党性能割の額は、同項の不足額に、これに100分の10の割合を

乗じて計算した金額を加算した金額とする。

(軽自動車税の環党囲 の減免の特例)

第15条の3 町長は、当分の間、第81条の8の規定にかかわらず、

北海道矢日事が自動車税の環党脚 を減免する自動車に相当する

ものとして町長が定める3輪以上の軽自動車に対しては、北海道

における自動車税の効 性能割の減免の例により、軽自動車税の

環党性含賂」を減免する。

(軽自動車税の環党円 の減免の特例)

第15条の3 町長は、当分の間、第81条の8の規定にかかわらず、

北海道知事が自動車税の環党 l生育需 1を減免する自動車に相当する

ものとして町長が定める3輪以上の軽自動車に対しては、軽自動

車税の環党陛能割を減免する。

第 15築の 3の 2 当ノ万＼の F口日 軽 自 てヽ 的



現 行改正案

方税法第坐5条第 2項の規定の適用を受けるべき軽自動車は、第

81条の2の規定にかかわらず、北海道が同法第148条第2項の規

より条例で定める自 こ相当するものとして町長が定める

3輪以上の軽自動車と亀

≧ 前項の規定に該当する3輪以上の軽自動車に対して、同法第

445条第2項の規定を受けるための手続その他必要な事項につい

て

１
６
心
Ｉ

環党性能書1の課税免除の例による。

罐銘勃車税の環党陛含需 Jの税率の制

第15条の6 -略―

2 -略一

3 白亥用 輪以 Lの軽 動車であって乗用のものに対する第81の 3 自

条の4(第 2号に係る部分に限る。)及び前項の規定の適用にっ

し` ¬ごは、当該軽自動車の取得が特定期間に行われたときに限り、

これらの規定中「100分の 2」 とあるのは、 「19Q分の 1」 とす

る。

(軽自動車税の制 1搭Iの税率の特例)

第16条 法附則第30条第 1項に規定する3輪以上の軽自動車に対す

∝鍋軸車税の環党性含賂」の税率の特例)

第15条の6 -略一

2 -略―

(軽自動車税の種別害1の税率の特例)

第16条 法附則第30条に規定する3輪以上の軽自動車に対する当該



現 行改正案

Ｉ
Ｓ
頓
―

る当該軽自動車が最初の法第444条第 3項に規定する車両番号の

指定 (次項から第4項までにおいて「初回車両番号指定」とい

う。)を受けた月から起算して14年を経過した月の属する年度以

後の年度分の軽自動車税の種別割に係る第82条の規定の適用につ

いては、当分の間、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中

欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる宇句とする。

(賂)

2 法附則第30条第 2項第 1号及び第 2号に掲げる3輪以上の軽自

動車に対する第82条の規定の適用についてはヽ当該軽自動車が平

成31年 4月 1日 から今和2年 3月 31日 までの間に初回車両番号指

定を受けた場合には令和2年度分の軽自動車税の秘 I賠Jに限り、

当該軽自動車が令和2年 4月 1日 から令和 3年 3月 31日 までの間

3

の種別割に限り、次の表の左欄に掲げる同条の規定中同表の中欄

軽自動車が最初の法第444条第二項に規定する車両番号の指定を

受けた月から起算して14年を経過した月の属する年度以後の年度

分の軽自動車税の種別害1に係る第82条の規定の適用については、

当分の間、次の表の左欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げ

る字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。

(略)

る とる

1,000円

1,800円

2,700円

1,000円

1,300円

3,900円

6,900円

10,800円

3,800円

5,000円

第 2号ア (イ )

第 2号ア (ウ ) a

第 2号ア (ウ)b



現 行改正案

ュ 法附則第30条第3項第1号及び第2号に掲げる法第446条第 1

項 第 号に規定するガノリン軽自動車 (以下この項及び次項にお3

うヽハ)の うリレ/車る しいて「ガゾ 自重む車 |

する第82条の規定の適用イ

ち 3輪以上の ぅヽのに対

こついては、当該ガゾリン軽自動車が平

4 か ら 2 3 31 までの

2

当該 ガノリシ書睡自 2年 4月 1日 から令和 3年 3月 31日

3

る蜘

で の

イこ

１
６
６
１

の

る。

2,000円

3,500円

5,400円

1,900円

2,500円

3,900円

6,900円

10,800円

3,800円

5,000円

第 2号ア (イ )

第 2号ア (ウ)a

第 2号ア (ウ)b

生 法附貝J第30条第4項第1号及び第2号に掲げるガゾリン軽自動

車のうち3輪以上のもの (前項の規定の適用を受けるものを除

く こ対する筑R2築の美口市の滴用については、当該ガノリン軽

自動草が平成81年 4月 1日 から令和 2年 3月 31日 までの間に初回

Ⅲ

に 2



現 行改正案

ア
」る

害」に限り、彗該ガゾリ窮 自動車力¥漸日2年 4月 1日 から令和 3

年 3月 31日 までの間に初回車両番号指定を受けた場合には令和 3

る字句とする。

lI竪 自動車税の種別割の醐 知 の働

町長は、軽自動車税の秘 l培Jの賦課徴収に関し、3輪 第16条の2 削除

以上の軽自動車が前条第2項から第 7項までの規定の適用を受け

る3輪以上の軽自動車に該当するかどうかの判断をするときは、

国土交通大臣の認定等 (法附則第30条の2第 1項に規定する国土
ホ 幅 キ 匿 ∩ 頚 士 笙 歩 、為  狩 王百とrムゝ 1′ 日 1｀  ヽ とr其バ 曇 当言姓 IIヤ てヽ

断をする岸ぅのとするハ

2 町長は、納付すべき軽自動車税の種別割の額について不足額が

あることを第83条第2項の糸内期限 (納期限の延長があったとき

１
い
呵
―

第16条の 2

3,000円

5,200円

8,100円

2,900円

3,800円

3,900円

6,900円

10,800円

3,800円

5,000円

第 2号ア (イ )

第 2号ア (ウ ) a

第 2号ア (夕 )b

において つ こおいて



１
６
∞
―

現 行改正案

じ カ し

の手段 し

報を直接又は間接に提供した者の偽りその他不
=の

手段を含

む∩)により国土交通大臣の認定等を受けたことを事由として国

土交通大臣が章該国土交通大臣の認定等を取り消したことによる

ものであるときは、当該申請をした者又はその一般承継人を賦課

期日現在における当該不足額に係る3輪以上の軽自動車の所有者

とみなして、軽自動車税の秘 1培1に関する規定 (第87条及び第38

条の規定を除く。)を適用する。

ュ 前項の規定の適用がある場合における納付すべき軽自動車税の

種別割の額は、同項の不足額に、これに100分の10の割合を乗じ

て計算した金額を加算した金額とする。



町税条例の一部を改正する条例新旧対照表 (第 3条関係)

１
６
０
１

α国人の町民税の非課税の範囲)

第24条 次の各号のいずれ力ヽこ該当する者に対しては、町民税 (第

2号に該当する者にあつては、第53条の2の規定により課する所

得割 (以下「分離課税に係る所得割」という。)を除く。)を課

さない。ただし、法の施行地に住所を有しない者については、こ

の限りでない。

(1)一略一

(2)障害者、未成年者、寡婦、寡ナ収 は単身児童扶養者 (これ

らの者の前年の合計所得金額が135万円を超える場合を除

く。)

2 -略―

附 貝1

(軽自動車税の種別割の税率の特例)

第16条 法附則第30条第 1項に規定する三輪以上の軽自動車に対す

る基該軽自動車が最初の法第444条第 3項に規定する車両番号の

指定 (次項から第 5項までにおいて 「初回車両番号指定」とい

lイ固人の田丁誦)色の非課税の範囲)

第24条 次の各号のいずれ力ヽこ該当する者に対しては、町民税 (第

2号に該当する者にあつては、第53条の2の規定により課する所

得害」(以下「分離課税に係る所得害J」 という。)を除く。)を課

さない。ただし、法の施行地に住所を有しない者については、こ

の限りでなしち

(1)一賂一

(2)障害者、未成年者、寡婦又は寡夫 (これらの者の前年の合

計所得金額が135万円を超える場合を除く。)

2 略

附 貝」

(軽自軸車税の種別害Jの税率の特例)

第16条 法附則第30条第 1項に規定する三輪以上の軽自動車に対す

る当該軽自動車が最初の法第444条第 3項に規定する車両番号の

指定 (次項から第 4項までにおいて 「初回車両番号指定」とい

現 行改正案



―
刊
Ｏ
Ｉ

現 行

う。)を受けた月から起算して14年を経過した月の属する年度以

後の年度分の軽自動車税の種別割に係る第82条の規定の適用につ

いては、当分の間、次の表の左欄に掲げる同条の規定中同表の中

ず束lに掲げる宇句は、それぞれ同表の右欄に掲げる宇句とする。

2～ 4 -略―

(軽自動車税の種別害1の賦課徴収の特例)

第16条の2 町長は、軽自動車税の種別割の賦課徴収に関し、 3輪
以上の軽自勃車が前条第 2項から第 4項までの規定の適用を受け

る3輪以上の軽自動車に該当するかどうかの判断をするときは、

国土交通大臣の認定等 (法1吋則第30条の 2第 1項に規定する国土

交通大臣の認定等をいう。次項において同じ。)に基づき当該判

断をするものとする。

改正案

う。)を受けた月から起算して14年を経過した月の属する年度以

後の年度分の軽自勃車税の種別割に係る第82条の規定の適用につ

いては、送分の間、次の表の左欄に掲げる同条の規定中同表の中

欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。

2～ 4 -略―

二 法附則第30条第 2項第 1号及び第 2号に掲げる3輪以上の軽自

動車のうち、自家用の乗用のものに対する第82条の規定の適用に

ついてイま、当該軽自動車力窮詳和3年 4月 1日から令和 4年 3月 31

までの 4

軽自動車税の種別割に限り、当該軽自動車が令和 4年 4月 1日 か

ら令和 5年 3月 31日 までの間に初回車両番号指定を受けた場合に

5 2

同表の

ア
」

るi イ

の右欄に掲げる字句とする。

(軽自動車税の種別害1の賦課徴収の特例)

第16条の2 町長は、軽自動車税の種別害1の賦課徴収に関し、 3輪
以上の軽自動車が前条第 2項から第 5項までの規定の適用を受け

る3輪以上の軽自動車に該当するかどうかの判断をするときは、

国土交通大臣の認定等 (法附則第30条の 2第 1項に規定する国土

交通大臣の認定等をいう。次項において同じ。)に基づき当該判

断をするものとする。



現 行

2・ 3 -略―

改正案

2・ 3 -略―

―
司
Ｐ
Ｉ



町税条例等の一部を改正する条例の一部を改正する条例新旧対照表 (第 4条関係)

―
司
Ｎ
Ｉ

第 1条の2 町税条例の一部を次のように改正する。

(中賂)

附則第15条の次に次の5条を加える。

(中略)

(軽自動車税の環党階 需 1の税率の特例)

第15条の6 営業用の三輪以上の軽自勃車に対する第81条の4の規

定の適用については、当分の間、次の表の左本lttlに掲げる同条の規

定中同表の中大
lttlに }尼コげる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字

句とする。

一略―

2 自家用の 3輪以上の軽自動車に対する第81条の4(第 3号に係

る部分に限る。)の規定の適用については、当分の間、同号中

「100分の 3」 とあるのは、「100分の 2」 とする。

附則第16条の見出し中「軽自動車税」の次に「の種別害1」 を加

え、同条第 1項中「平成18年 3月 31日 までに初めて道路運送車両

1

第 1条の2 町税条例の一部を次のように改正する。

(中略)

附則第15条の次に次の5条を加える。

(中略)

(軽自動車税の環党1靖昨 1の税率の特例)

第15条の6 営業用の三輪以上の軽自動車に対する第81条の4の規

定の適用については、当分の間、次の表の左欄に掲げる同条の規

定中同表の中欄に掲げる宇句は、それぞれ同表の右欄に掲げる宇

句とする。

一略一

2 自家用の 3輪以上の軽自勃車に対する第81条の4(第 3号に係

る部分に限る。)の規定の適用については、同号中 「100分の

3」 とあるのは、 「100分の 2」 とする。

附則第16条の見出し中 「軽自動車初」の次に 「の種別害1」 を加

え、同条第1項中「初めて道路運送車両法第60条第1項後段の規
市 による を 「景和の法第444条第 3項に規定する」に改め、4

現 行改正案

てヽ

に

い 「軽自動車税」の次に 「の種別害1」 を、 「左木関に掲げる」の次に



現 行

「同条の」を加え、同項の表を次のように改める。

略一

(後略)

改正案

度分」に改め、「軽自動車税」の次に「の不動 ll割」を、「左木関に

掲げる」の次に「同条の」を加え、同項の表を次のように改め

3
を1

の

I矛 「当II笛R∩参まI ケこ、工百1

して1

る。

一略一

(後略)

Ｉ
司
ω
Ｉ



町税条例等の一部を改正する条例の一部を改正する条例新旧対照表 (第 5条関係)

―
司
心
―

第1条 町税条例 (昭和31年条例第 7号)の一部を次のように改正

する。

(中略)

第48条第 1項中「による申告書」の下に「 (第10項、第■項及

び第13項において「納税申告書」という。)」 を加え、同条第 7

項中「第52条第 2項」を「第52条第 4項」に改め、同項を同条第

9項とし、同条第 6項を同条第 8項とし、同条第 5項中「第 3項

の場合」を「第 5項の場合」に改め、同項を同条第 7項とし、同

条第 4項を同条第 6項とし、同条第 3項中「第 5項第 1号」を
「第 7項第 1号」に改め、同項を同条第 5項とし、同条第 2項中
「法の施行地に本店若しくは主たる事務所若しくは事業所を有す

る法人」を「内国法人」に、「第321条の8第24項」を「第321条

の8第26項」に、「前項」を「第 1項」に改め、同項を同条第 4

項とし、同条第 1項の次に次の2項を加える。

2 法の施行地に本店又は主たる事務所若しくは事業所を有する法

人 (以下この条において「内国法人」という。)が、租税特別措

置法第66条の 7第 4項及び第10項又は第68条の91第 4項及び第10

項の規定の適用を受ける場合には、法第321条の 8第24項及び令

第48条の12の 2に規定するところにより、控除すべき額を前項の

第1条 町税条例 (昭和31年条例第7号)の一部を次のように改正

する。

(中略)

第48条第 1項中「による申告書」の下に「 (第10項及び第11項

において 「糸内税申告書」という。)」 を加え、同条第 7項中「第

52条第 2項」を「第52条第 4項」に改め、同項を同条第 9項 と

し、同条第 6項を同条第 8項とし、同条第 5項中「第 3項の場

合」を「第 5項の場合」に改め、同項を同条第 7項とし、同条第

4項を同条第 6項とし、同条第 3項中「第 5項第 1号」を「第7

項第 1号」に改め、同項を同条第 5項とし、同条第 2項中「法の

施行地に本店若 しくは主たる事務所若 しくは事業所を有する法

人」を「内国法人」に、 「第321条の 8第24項」を「第321条の8

第26項」に、「前項」を「第 1項」に改め、同項を同条第 4項と

し、同条第 1項の次に次の 2項を加える。

2 法の施行地に本店又は主たる事務所若しくは事業所を有する法

人 (以下この条において 「内国法人」という。)が、租税特別措

置法第66条の 7第 4項及び第10項又は第68条の91第 4項及び第10

項の規定の適用を受ける場合には、法第321条の 8第24項及び令

第48条の12の 2に規定するところにより、控除すべき額を前項の

現 行改正案



現 行改正案

―
司
い
Ｉ

規定により申告納付すべき法人税害1額から控除する。

3 内国法人が、租税特別措置法第66条の 9の 3第 4項及び第10項

又は第68条の93の 3第 4項及び第10項の規定の適用を受ける場合

には、法第321条の 8第25項及び令第48条の12の 3に規定すると

ころにより、控除すべき額を第1項の規定により申告納付すべき

法人税害1額から控除する。

第48条に次の8項を力日える。

10 法第321条の 8第42項に規定する特定法人である内国法人は、

第 1項の規定により、納税申告書により行うこととされている法

人の町民税の申告については、同項の規定にかかわらず、同条第

42項及び施行規則で定めるところにより、納税申告書に記載すド

きものとされている事項 (次項及び第12項において「申告書記載

事項」という。)を、法第762条第1号に規定する地方税関係手続

用電子情報処理組織を使用し、かつ、地方税共同機構 (第12項に

おいて「機構」という。)を経由して行う方法により町長に提供

することにより、行わなければならない。

規定により申告納付すべき法人税害1額から控除する。

3 内国法人が、租税特別措置法第66条の 9の 3第 4項及び第10項

又は第68条の93の 3第 4項及び第10項の規定の適用を受ける場合

には、法第321条の 8第25項及び令第48条の12の 3に規定すると

ころにより、控除すべき額を第1項の規定により申告納付すべき

法人税害」額から控除する。

第48条に次の3項を加える。

10 法第321条 の 8第42項に規定する特定法人である内国法人

は、第 1項の規定により、納税申告書により行 うこととされてい

る法人の町民税の申告については、同項の規定にかかわらず、同

条第42項及び施行規則で定めるところにより、糸内税申告書に記載

すべきものとされている事項 (次項において 「申告書記載事項」

という。)を、法第762条第 1号に規定する地方税関係手続用電

子情報処理組織を使用し、かつ、地方税共同機構 (第12項におい

て「機構」という。)を経由して行 う方法その他施行規則で定め

11 前項の規定により行われた同項の申告については、申告書記載

事項が記載された納税申告書により行われたものとみなして、こ

の条例又はこれに基づく規貝」の規定を適用する。

る方法により町長に提供することにより、行わなければならな

い 。

H 前項の規定により行われた同項の申告については、申告書記載

事項が記載された糸内税申告書により行われたものとみなして、こ

の条例又はこれに基づく規則の規定を適用する。



現 行改正案

12 第10項の規定により行われた同項の申告は、申告書記載事項が

法第762条第1号の機構の使用に係る電子計算機 (入出力装置を

含む。)に備えられたファイアレ＼の記録がされた時に同項に規定

する市町長に到達したものとみな坑

13 の

に よ り士十打方耕 1
を使用す る とが困

12 第 10項 の規 定 に よ り行 われ た 同項 の 申告 は、

法第762条第 1号の機構の使用に係る電子計算機 (入出力装置

を含む。)に備えられたファイルヘの記録がされた時に同項に

規定する町長に到達したものとみな坑

Ｉ
司
６
１

と る の い

で納税申告書を提出することができると認められる場合におい

て、同項の規定を適用し いで納税申告書を提出することにつ

いて町長の承認を受けたときは、当該町長が指定する期間内に

行う同項の申告については、前3項の規定は、適用しない。迭
入茶打う工岸告雷7ス変岳の 4 雀 2 工百 由詰喜 歩同工百に押市す る納蔚 .拍の所の

轄税務署長に提出した第10項の内国法人が、当該税務署長の承
劃 歩 喜 I■  マ ,■ 当 霊 稲 毯 撃 阜 ∩ 蜘 下 几々ノ_＼ 歩呼 テヽF｀ 旨ヽ 歩の けてし

記載した施行規則で定める書類を、納税申告書の提出期限の前

日までに、又は納税申告書に添付 して当該提出期限までに、町

長に提出した場合における当該税務署長が指定する期間内に行

う同項の申告についても、同様とする。

よ と

のキ商用 力呼 する 沐 専 事情、同項前段の規定によことが となつた

る指定を受けようとする期間その他施行規則で定める事項を記

載した申請書に施行規則で定める書類を添付して、当該期間の

セ

14



現 行改正案

日の15日 前まで 1 れを町長に提出しなければならな

―
『
司
―

16

17

32 8 1 が た と

これ らのを刀＼又は届 あつた日の翌日以後の第13項前

の ついて

滴 用 ただし、当該内国法人が、同日以後新たに同項前段しない

の承認を受けたときは、この限りでなしち

雀 懺電 絡 酔のキロ常 の 首ヽ田 ιttfい るジ苛旧司沖 人ιこつ 曇   雀 刊氏工百

ヤ`。

15 第13項の規定の適用を受tすている内国法ノ入ヽは、第10項の申告に

つき第13項の規定の適用 けることをやめようとするときは、

の
ヒ ヨ

し

出しなければならなしと

第13項前段の規定の適用を受けている内国法人につき、法第

の 届 出喜 の 操 出▼ l士渋 人紳浅常 75条 の 4 笛 3 巧 芳 しくは第 6項

(同法第81条の24の 3第 2項において判昭する場合を含軌 )の
処ノガ＼がぁったときは、これらの届出書の提出又は処分があつた日

の翌日以後の第13項後段の期間内に行 う第10項の申告について

は、第13項後段の規定は適用しない∩ただし、当該内国法人が、

同 日 したとき の

い 。

(後略) (後略)



―
司
∞
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現 行

附 則

0た牙言夢明日)

第1条 この条例は、平成3併酔月1日 から施行する。ただし、次の

各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1)～ (4)  一略―

(5)第 1条中町税条例第23条第 1項及び第 3項並びに第48条第

1項の改正規定並びに同条に3項を加える改正規定並びに次条第

4項の規定 平成32年 4月 1日

(6)～ (10) 一略―

(町民税に関する経過措置)

第 2条  =略 ―

2～ 3  -略―

4 新条例第23条第 1項及び第 3項並びに第48条第10項から第12項

までの規定は、前条第 5号に掲げる規定の施行の日以後に開始す

る事業年度分の法人の町民税及び同国以後に開始する連結事業年

度分の法人の町民税について適用し、同日前に開始した事業年度

分の法人の町民税及び同日前に開始した連結事業年度分の法人の

町民税については、なお従前の例による。

改正案

附 貝1

1色作#胡 日)

第1条 この条例は、平成30年 4月 1日 から施行する。ただし、次

の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1)～ (4)  一略―

(5)第 1条中町税条例第28条第 1項及び第 3項並びに第48条

第1項の改正規定並びに同条に8項をヵ口える改正規定並びに

次条第4項の規定 平成32年 4月 1日

(6)～ (10)  一略一

(町民税に関する経過欄

第2条  ―鴎―

2～ 3  -略一

4 新条例第28条第 1項及び第 3項並びに第48条第10項から第17項

までの規定は、前条第 5号に掲げる規定の施行の日以後に開始す

る事業年度分の法人の町民税及び同日以後に開始する連結事業年

度分の法人の町民税について適用し、同日前に開始した事業年度

分の法人の町民税及び同日前に開始した連結事業年度分の法人の

町民税については、なお従前の例による。



町税条例の一部を改正する条例新旧対照表 (附則)

旅行 し、平成31年 4月 1日 か

Ｉ
司
Ｏ
ｌ

附 則

随 醐 日)

復 1 祭 こ の
久美例 l■、/ム＼布 の日から

哺 首田十 る ただし なの各丹に揚↓ずる美口市 臓ヽ 当該各丹 に市

める日から斯 す る。

(1)第 1条中町税条例第34条の 7の改正規定並びに同条例附

目|1箪 7 条 の 4 第 9 条貶てヽ第 9 久大の 2の改正規定並びに次条第

2琴こから 4項までの規定 令和元年6月 1日

2 )第 条 (次号 こ掲げる改正規定を除く6)及び附則第 72

条の規定 令和元年10月 1日

3 Ⅲ 筆 2 条中田葛沖条例第36久大の 2 中第 8項を第 9項とし、第

7項を第8項とし、第6項を第7項とし、第5項の次に1項を

加える改正規定並びに第36条の3の 2、 第36条の3の 3及び第

36条の4第 1項の改正規定並びに附則第3条の規定 令和2年

1月 1日

(4)第 3条中町税条例第24条の改正規定及び附則第 4条の規

定 令不日3年 1月 1日

(5)第 3条 (前号に掲げる改正規定を除く。)及び附則第 8

条の規定 令和 3年 4月 1日

r

現 行改正案

(町民税に関する経過十日
性晋Ll



現 行改正案

―
∞
〇
―

蜜 条 別段の定めがあるヰぅのを除き、第 1条の規定による改正2
ネ́ の m毎尚基 /庁li ri」「下  「華岸丞 イオlI I とし、ち ヽ のキロ市巾イlヨ 入rアう田T辞

税に関する部分は、令和元年度以後の年度分の個人の町民税に

ついて適用し、平成30年度分までの個人の町民税については、

なお従前の例による。

2 新条例第34条の 7並びに附則第 7条の4及び第 9条の 2の規

定は、令和 2年度以後の年度分の個人の町民税について適用

し、令和元年度分までの個人の町民税については、なお従前の

例による∩

3 新条例第34条の7第 1項及び附則第 9条の2の規定の適用に

ついては、令和 2年度分の個人の町民税に限り、次の表のた欄

に掲げる新条例の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ

特例控除対象寄附金又は同条第1項第
1号に掲げる寄附金 (令和元年6月 1

日前に支出したものに限る。)

特例控除対象寄附金又は法第314条の7

第1項第1号に掲げる寄附金 (令不日元年

6月 1日 前に支出したものに限る。)

特例控除対象

寄附金

特例控除対象

寄附金

第 34条 の

7第 1項

附則第 9

条の2

と



現 行改正案

送付又は町税条例等の一部を改正する

条例 (平成訊年条例第○号)附則第2

条第4項の規定によりなお従前の例に

る申告特例通知書の送付

9

1

1

よ と

による

による3

淋

4 新条例附則第 9条第 1項から第 3項までの規定は、町民税の

所得割の納税義務者が前条第 1号に掲げる規定の施行の日以後
Ｉ
∞
Ｐ
Ｉ

の る

2号∩以下この項において 「改正法 |と い う∩)第 1条の規定

による改正後の地方税法 (昭和25年法律第226号)第314条の 7

第 2項に規定する特例控除対象寄附金について適用し、町民税

の所鴇害Jの納税義務者が同日前に支出した改正法第 1条の規定

による改正前の地方税法第314条の 7第 1項第 1号に掲げる寄附

金については、なお従前の例によるn

第 3条 附則第 1条第 3号に掲げる規定による改正後の口]イ際 例

(次項及び第 3項において「2年新条例」という。)第36条の

2第 7項の規定は、同号に掲げる規定の施行の日以後に令和 2

年度以後の年度分の個人の町民税に係る申告書を提出する場合

について適用し、同日前に当該申告書を提出した場合及び同日



現 行改正案

イこ ま の

る場合につい なお従前の例による。

2 2年新条例第36条の3の 2第 1項 (第 3号に係る部分に延

る。)の規定は、附則第 1条第3号に掲げる規定の施行の日以

後に支払を受けるべき町税条例第36条の2第 1項に規定する給

こついて裸出する2 の 3の 2第 1項及び第 2

つ い

の3の 3第 1項の規定は、附貝J第 1条第 3

の 日 る

3 2年新久太ケll第36条

―
∞
Ю
Ｉ

の

よ の

い て 「新所得税法 | というハ)第203条の 6第 1項に規定する公

的年金等 傍漸碍税法第203条の7の規定の適用を受けるものを

く∩)について提出す 2年新条例第36条の3の 3第 1項に

規定する申告書について適用する。

蜜 峯  附 日II笠 峯 箪 具 に揚 げる類市 I ふ計下終 の阿和 条獅4 1 4 こよ

笛 身4条筆 1 ]:百 (第 2 丹 こ係 る剖%万
＼こ限る∩)の規定は、令和 3

年 慮θ文終の年 庁 /7'＼ の個 人の 町民耕1にういて滴用し、令和 2年度

⌒ までの個 人 ↓
「

ついて
'= 

オFお櫛 の獅|に 止るハ

(固定資産税に関する経過措置)

を改正する法律 6号)第 1条の規定に(平成31



―
∞
ω
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現 行改正案

5 の る

以後の年度分の固定資産税について適用し、平成30年度分まで

の固定資産税については、なお従前の例による。

ll睡 自動草税に関する経過摘酌

第6条 新条例の規定中軽自動車税に関する部分は、令和元年度
ノ
,.＼ の辱 自動車税について適用し、平成30年度分までの軽自動車

税については、なお従前の例による。

蜜 7 峯  脚1勢♂う市 めがあるヰ、のを除★ヽ [付目|1笛 1 久_笹 2 暑 tr揚げ

る規定による改正後の町税条例 (以下 「元年10月 新条例」とい

うハ)の規定中軽自動車税の環埼陛能割に関する部分は、同号

に掲げる規定の施行の日以後に取得された3輪以上の軽自動車

に姑して課する軽自動車税の環覧性能割について適用する。

2 元年 10月 新条例の規定中軽 自動車税の種別割に関する部分

2 につい

用する。

第8条 附則第 1条第 5号に掲げる規定による改正後の町税条例

の規定は、令和3年度以後の年度分の軽自動車税の種別割につ

いて滴用し、今和2年度分までの軽自動車税の種別害」について

は、なお従前の例による。



町 税 条 例 等 改 正 案 の 概 要

税 目 個人町民税

―
∞
ト
ー

No.  1

摘 要適 用 年 月 日

令不曰3年 1月 1日

令和元年 6月 1日

平成 31年 4月 1日

改 正 の 内 容

単身児童扶養者の非課税措置の対象への追加

児童扶養手当の支給を受けており、前年の合計所得金額が 185万 円

以下であるひとり親に対 し、個人町民税を非課税 とする。

寄附金の特例控除額の措置対象を特例控除対象寄附金とする。

ふるさと納税制度の見直しにより、総務大臣が指定する地方団体 に対

する寄付金を特例控除対象寄付金とし、個人町民税の税額控除の対象

とする。

住宅借入金特別控除に係る特別特例取得をした場合の控除期間の拡

充。

住宅の取得等 (消費税等の税率が 10%で ある場合に限る)を して令

和元年 10月 1日 から令テ:日 2年 12月 31日 に居住の用に供 した場

合、所得税で控除期間が 3年間延長されるため、1固 人町民税において

も控除期間を 3年間延長する。

関 係 条 項

法295条①

条例第24条①

法 314条の7

条例第 34条の7

法附則第 5条の4の 2

条例附則 7条の 3の 2

改 正 項 目

1 個人町民税 の非

課税範囲の改正

2 寄附金税額控除

の改正

3 住宅借入金特別

控除の改正

Ч
辮
ゆ
華

Ｎ



町 税 条 例 等 改 正 案 の 概 要

税 目 軽自動車税

Ｉ
∞
い
１

No.  2

摘 要適 用 年 月 日

第 1条

平成 31年 4月 1日

第 2条

令不「元年 10月 1日

第 3条

令和 3年 4月 1日

令和元年 10月 1日

令和元年 10月 1日

改 正 の 内 容

軽自動車税の税率の特例 (グ リーン化特例)について 3段階で改正す

るもの。

第 1条改正では、重課を令和元年度に限つたものとし、平成 29年度

分の軽課を削除。

第 2条改正では、重課の規定を整備 し、令不日2年度分及び令和 3年度

分の軽課を新設。

第 3条改正では、令不R4年度分及び令和 5年度分の軽課を、対象を電

気軽自動車に限うた上で新設。

環境への負荷の低減に著 しく資する 3輪以上の軽自動車に対 しては、

環境性能割を非課税 とする。

環境性能割の非課税の取 り扱いは、北海道の取 り扱いと一致する。

関 係 条 項

法附則第 30条

条例附則第 16条

法附則第 29条の 8の

2

条例附則第 15条の 2

条例附則第 15条の 3

の 2

改 正 項 目

1 軽 自動車税 の税

率の特例の改正

2 環境性能害」の非

課税

3 環境性能割の非

課税の特例



町 税 条 例 等 改 正 案 の.概 要

税 目 固定資産税

―
∞
６
１

No,  3

要摘

平成 31年 4月 1日

適 用 年 月 日容内の正改

高規格堤卜方の整備に伴 う建替家屋に係る税額の減免措置の適用を受

けようとする者がすべき申告についての規定。

法附貝J第 15条の8④

条例附則10条の3③

関 係 条 項改 正 項 目

1 高規格堤防の整

備 に伴 う建替家屋

に係 る減額措置の

創設


